
平成 17年 度 県民活動促進事 業 (案)

1 趣  旨

県民活動の発展に向けた環境づくりを行,た め、県民活動促進条例に定められた 「県

民活動促進期間Jを 中心に 県 民活動団体との協駒により 県 民参加の驚車業を展開

する。

2 ■ 業の内容

県民活動団体との働動 (実行委員会形的 により諸事業に取り組み 県 民活動の発

展に向けた効果的な環境づくりに資する。

(|)県民活動促進期間の取組みの充実 (10月 1日 〔土〕～11月 6日 〔日〕)

県民活動団体 市 m ll等との連携を強化し、「県民活動促進期間」の取紙みを充実

することにより、県民の活動参加意欲の醸成や職員の意識改革を図る。

ア 県 民活動促進キャンペーンの実施

県民活動団体等を構成メンバーとする実行委員会を設置し、県民活動団体のも

つ企画 運 営能力やネットワークを活用したきめ瀬かな広報を行うなど、効果的

なキャン大―ンの展開を図る。

ィ 市 町村との連携の強化

市町$忘 報態を活用した普及啓発など、市町村との遠携強イヒを図る。

ウ 県 職員の自主的 主 体的な県民活動への多加の奨励

職員に積極的な情報提供と参加の働さかけを行 うことにより、促進期間に開催

される諸行事への自主的 主 体的な多加を受励する。

(2)県民活動パワーアップ草の衰彰とフォーラムの開催

NPO活 動、ボランティア活動 ヨ ミュ‐ティ活動など県民活動のうち 特 に優

れたものを 「県民活動パワーアップ賞Jと して表彰を行い、魅力わふれる地域づく

りの在 り方を組介する。また、受貫後の活動の促進と団体間のネットワークの輌 ヒ

を図るため ぶ 民活動ポランティアフェスティパルにおいて、実行委員会の企画

運営によるフォーラムを開催する。

(3)県民お勤情報交換会の開催

実行委員会の企画 運 営により、県民活動の現状と課題などをテーマとする情報

交換会を開植する。開控に当たっては、市町村や県関係事業課の参面を求めてより
幼見的な実施を図る。
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3 実 行委員会の設置

(1)名称

県民活動に進キャン大―ン実行委員会 (仮称)

(2)目的

県民活動の発展に向けた環境づくりを行 うため、「県民活動促進期間Jを 中心に

県と県民活動団体の協働による普及 啓 繁活動を実施し 県 民及び県民活動団体の

県民活動に対する意欲を咲起すること

0構 成

県民活動団体、きらめき財団、県民活動支援センター等

ゆ 募集

(対象)県 民活動促進事業の協働に関する情報交英会 事 業検討会議 (平成 16年

度県民活動撤駒ttt章 約 に参加 応 募した県民活動団体

(方法)郵 送により裳崇案内 (所定様式に必要事項を記入して応募)

(5)主な業務

県民活動促進キャンペーンの企 gr 運営

県民活動ボランティアフェスティパルにおけるフォーラムの企画 trE営

県民活動情報変換会の企画 置 普

県民活動に進事業に係る提案 握 言

(6)会議

4日程度開催 (会議の出席に際して 県 民活動団体には旅費のみ支絢

(フ)事 務局

環境生活部県民生活課県民活動推進室

0経 費

県の負担金

【実行委員会の業務フロー】

7潟Ⅲ1    8月J航    9月輸～6月詢

実行委員の募

10/1-11/6

慕民活翻に進期門

1 1月中付

→ ●

隔4闘 多財

語置横討

髄 紙討

蘊 横前

→ ● → ● → ● →

第1日斯録路  路2回斯貌資  第3回斯韻右

キャンペーンの企面 積整

フォーフエ0価  離

情報交換合0企回 調整

の 営
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情報変換範 営


